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組織の一部改正と人事異動のお知らせ 

 

 

2011 年 4 月 1 日付けにて、下記のとおり組織の一部改正と人事異動を行います。 

 

記 

 

 

１．組織の一部改正 

 

（１）国内化粧品事業部において、新たな顧客との出会いの拡大を目的に、「デジタルビジネス開

発部」を新設する。 

（２）国内化粧品事業部傘下の「ＳＢＵ（ストラテジックブランドユニット）サポート部」を「ＳＢＵ業務

推進部」と改称する。 

（３）プロフェッショナル事業部において、今後、ますます成長が見込まれる中国を中心としたアジ

ア市場でのブランドマーケティングの強化を狙いに、「プロフェッショナルグローバルマーケ

ティング部」を新設する。 

（４）資生堂ビジネスソリューション株式会社（以下、ＳＢＳ）お客さまセンターを本社の一部門とし

て機能を移管し、「お客さまセンター」を新設する。 

（５）ＳＢＳテクニカルサポート部の担当する「医薬部外品・化粧品の発売前評価機能」「品質に関

するセミナーの運営機能」を「品質保証部」へ移管するとともに、「薬事関連機能（薬事・表

示・商標関連機能）」を新設する「グローバル薬務推進部」に移管する。 

（６）「ビューティーソリューション開発センター」を、「ビューティークリエーション研究センター」と 

改称する。 

 

 

２．人事異動 

 

（１）株式会社資生堂 

■ロジスティクス部長（資生堂ビジネスソリューション㈱取締役社長）久保宏■グローバル薬務

推進部長兼テクニカルサポート室長（技術企画部海外技術企画室長）高橋理佳■資生堂（中

国）研究所開発中心有限公司董事兼副総経理（ビューティーソリューション開発センター長兼

ビューティークリエーション研究所長）高須恵美子■ビューティークリエーション研究センター長

（ビューティーソリューション開発センター企画推進室長）田中俊宏■ＣＳＲ部長（フロンティア

サイエンス事業部長）塩島義浩■フロンティアサイエンス事業部長（資生堂医理化テクノロジ
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ー㈱取締役社長兼管理部長）八戸昌秋■お客さまセンター長（資生堂ビジネスソリューション

㈱お客さまセンター長）伊與田智美■プロフェッショナル事業部プロフェッショナルグローバル

マーケティング部長（プロフェッショナル事業部アジア事業推進部長）ジャン フィリップ シャリ

エ■デジタルビジネス開発部長（事業企画部マーケティング戦略室長）笹間靖彦■ＳＢＵ業務

推進部長（ＳＢＵサポート部長）大滝治家■中国事業部マーケティング開発部長（資生堂（中

国）投資有限公司マステージ事業部長兼董事兼副総経理）大亀雅彦■プロモーショナルブラ

ンドユニットブランドマネージャー（㈱アユーララボラトリーズ取締役社長）下村敦■営業推進

部長（営業推進部次長）岩﨑哲夫■事業企画部長兼㈱オービット取締役社長兼資生堂フィテ

ィット㈱取締役社長兼㈱資生堂インターナショナル取締役社長兼㈱アクス取締役社長（流通開

発部長）檜山敦■流通開発部長（流通開発部ホールセール室長）片岡誠 

 

（２）関係会社 

 ■資生堂医理化テクノロジー㈱取締役社長兼管理部長（㈱資生堂研究管理部総務室長）植

村真樹■㈱資生堂パーラー取締役社長（㈱ディシラ取締役社長）林高広■㈱ディシラ取締

役社長（㈱ディシラ商品企画本部長）副島三記子■資生堂ニュージーランド取締役社長兼

資生堂オーストラリア取締役社長（資生堂プロフェッショナル㈱取締役社長）高井信之■㈱

アユーララボラトリーズ取締役社長（㈱資生堂プロモーショナルブランドユニットブランドマネ

ージャー）並河伸夫■資生堂アステック㈱取締役社長（資生堂ビジネスソリューション㈱企

画室長）久田康博■資生堂美容室㈱取締役社長（資生堂美容室㈱管理部長）加藤朗■資

生堂アメニティグッズ㈱取締役社長（資生堂アメニティグッズ㈱事業統括部長兼物流部長）

上原孝 

 

※ なお、関係会社の役員異動については、各関係会社の株主総会ならびに株主総会終了

後の取締役会において決定します。 

 

以 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


